


公益社団法人日本整形外科学会教育研修会細則

第1条 日本整形外科学会教育研修会（以下、 研修会という。）は、 教育研修委員会が開催を依頼する場合と、 研
修会開催を企画する側が教育研修委員会に通知して認定を受ける場合とがある。

第2条規則第 3 条の研修会主催者からの研修会の手続きと研修会の認定審査は以下のとおりとする。
(1) 主催者はコンピュ ー タを用いたオンラインで研修会の申請をする。（郵送等による巾請は受け付けない。）
(2) 研修会の審査は、 教育研修委員会、 スポー ツ委員会、 リウマチ委員会、 脊椎脊髄病委員会が各々行い、

認定する。
(3)認定された研修会には、 認定結果を通知の上、 請求書を発行する。

第3条 開催日の3箇月前の月の20日までに手続きを完了する。

第4条研修会の認定の基準は、 1講師・1演題・連続した1時間を原則とする。
特例として、連続した30分2浪題で1単位、連続した40分3演題で2単位を認める場合がある。 但し、
同ー カテゴリーに限る。

第5条講師資格は下記のとおりとする。
(1) 大学の助教以上、 基幹病院勤務の医長、 部長、 院長
(2)開業医においては上記職歴経験者
(3) 他科の講師および外国人講師は（ 1) および（ 2) に準ずる。
(4) 卜厚己に該当しない講師は、 略歴・サマリーに基づき審査する。

第 6 条規約第 5 条に定める事務費は、
（計30,000円）

補

則

第7条

20,000円
も返金しない。

1研修会につき10,000円とする。 ウェプ研修会の場合は、 追加で
とする。 なお、 一且、 納付された事務費は、 いかなる理由があって

この細則の改正は、 教育研修委員会で審議し、 理事会の議決を必要とする。
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この細則は平成24年1 1月22日から施行する。
この細則は平成2 5年1 l月21日から施行する。
この細則は平成26年11月1 3日から施行し、 平成27年1月1日から適用する。
この細

則

は平成2 7年2月1 9日から施行し、 平成2 7年4月1日から滴用する。
この細則は令和 2 年 6 月 1 5 日から施行する。
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